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酸等の取扱い事業場における

歯科健診実施状況

 背景
• 塩酸、硝酸等の歯又はその支持組織に有害な物のガス等を発散する場所における業務に常時従事する労
働者には、事業場の規模に関わらず歯科健診の実施が義務づけられている。【安衛則第48条】

• 一方、当該健診の実施結果については、常時使用する労働者数が50人以上の事業場にのみ報告が義務づ
けられているため、酸等の取扱い業務のある事業場全体の当該健康診断の実施状況は把握できていない。

• これらをふまえ、酸等の取扱い業務のある事業場において歯科健診が適切に実施されているか確認する
ため、一部地域の事業場において自主点検を実施することとなった。

 方法
• 実施時期：令和2年1月24日～2月25日
• 実施対象：一部地域の101,493事業場
• 実施方法：自主点検票を郵送し、郵送もしくはWEBによる回収

 結果
• 31,153事業場より回答（回答率30.7%）

令和元年度歯科健診実施状況自主点検の結果 参考資料１－１

※なお本結果は管内における酸等の取扱い業務がある事業場に対する個別の行政指導等を行う際に参照されたい。
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